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【１】緊急時の対応体制の整備

◎緊急時の対応体制について
介護保険事業所の職員は、サービス提供中に利用者に病状の急変が生
じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定
めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりま
せん。

◎病状の急変が生じた場合、その他必要な場合（例）
・意識レベル低下・消失
・バイタル異常・・血圧低下、呼吸状態悪化、SpO2低下、体温上昇 等
・その他・・下血、吐血、嘔吐、下痢 等



◎緊急時の対応体制整備の手順（例）

急変発生

看護・介護職員が対応可能な状態か？

主治医、配置医師又は協力医療機関に連絡

医療機関を受診又は救急搬送を要請

看護・介護職員が対応
はい

いいえ

医師の指示又は往診等により施設内で対応可能か？
はい

施設内で対応
いいえ
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◎緊急時の対応体制の整備のために

①事業所内の人員体制及び指揮命令系統等（日中、夜間の別）
②利用者・家族の情報整理・意向確認
③主治医、配置医師、協力医療機関等との相談（時間帯等別の対応）
④事業所内で実施すること（応急措置、関係者への連絡等）
⑤医療機関への搬送の判断・搬送方法（手段）・持ち物

以下を確認、検討してください。
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※体制整備にあたっては、各職種の意見を踏まえ、主治医や
協力医療機関とも連携して取り組むことが重要です。
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◎職員への周知・教育
整備した「緊急時の対応体制」について、事務室に備えたり、職員が
閲覧しやすい場所に掲示する等により、周知してください。また、緊急
時等に対応できるように、入職時及び定期的に研修や訓練を行ってくだ
さい。

◎緊急時の対応体制の見直しについて
利用者の現病歴や医療機関との連携方法等について、定期的に更新し
てください。また、日々の運用や訓練の結果を踏まえ、必要に応じて対
応方法を見直してください。



施設系・居住系サービスの事業者は、入居者の病状の急変時等に対応するた
めに、協力医療機関をあらかじめ定めておかなければなりません。

施設系 居住系

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院

・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護

【２】協力医療機関との連携（施設系・居住系サービス）

◎対象施設・事業所
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◎協力医療機関との連携とは

ア 医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保している。
イ 事業所から診療の求めがあった場合に診療を行う体制を、常時確保している。
ウ 病状が急変した場合等において、 入院を要すると認められた入居者の入院を原則受け入れる。

① 以下の要件を満たす医療機関を定める。

② 事業所は１年に１回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状が急変し
た場合等の対応を確認する。

③入居者が協力医療機関等に入院した後に、退院が可能となった場合において
は、再び当該事業所に速やかに入居できるように努めなければならない。

※施設系は令和９年度から義務化、居住系は努力義務（ウの要件は対象外）。
※複数の協力医療機関を定めることにより、各要件を満たすこととしても差し支えない。
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◎協力医療機関との連携に係る届出について

施設系・居住系サービスの事業所は1年に1回以上、協力医療機関と入居
者の急変時等における対応について確認し、その取り決め内容及び当該医
療機関の名称等を、指定権者に届け出ることが義務付けられています。令
和７年度分が未提出の事業所につきましては、「協力医療機関に関する届
出書」と協力内容の分かる書類（協定書等）を、令和８年３月末までに長
寿社会課へ提出してください。
なお、届出事項に変更があった場合には、変更届出書とともに再度提出
をお願いします。
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【３】救急情報連絡シートの活用
高齢化に伴い高齢者の救急搬送が増加している中、介護保険サービス
をご利用中の方が救急搬送された場合に、ご本人の医療情報の不足や、
ご本人並びにご家族の意思が確認できない事例が認められ、救急現場で
の課題となっています。
そこで、円滑な救急活動や搬送時間の短縮を可能とするために、「救
急情報連絡シート」を作成し、救急搬送時に救急隊員及び医療機関がよ
り適切な処置ができるよう活用をお願いします。

※「救急情報連絡シート」は、以下のホームページに掲載されています。
・高崎市医療介護連携相談センターたかまつ
（ https://takasaki.gunma.med.or.jp/takamatsu/documents/#emergency）
・高崎市等広域消防局（ https://www.takasaki-kouiki119.gunma.jp/）
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利用者の基本情報を事前に記
入し、全ての職員が分かる場所
に保管しておきます。変更が生
じた場合には内容を更新します。
各項目については、救急搬送

に必要な事項であり、搬送先の
医療機関においても非常に重要
な情報となります。利用者ごと
に事前に記入しておいていただ
くことで、特に夜間等の緊急時
に速やかな対応が可能となり、
職員の負担軽減にも繋がると考
えられます。

救急情報連絡シート（事前に記入する部分）

１０



救急情報連絡シート（救急要請時に記入する部分）

救急要請時に利用者の状態を記入します。救急隊到着までの間は、発生時の状況や経過を
確認し、介護サマリー等を準備し情報提供の準備をしてください。
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